
 

 

墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）概要 

１ 特別区国民健康保険の基準保険料率等の改定（第１５条の４、第１５条の１２、第１

５条の１６、第１６条の４、第１９条の２、第１９条の４関係） 

 ⑴ 保険料率 

区 分 現   行 改 正 案 増 減 

基
礎
分
（
医
療
分
） 

所 得 割 ７．１６％ ７．１７％ ＋０．０１ｐｔ 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

４２，１００円 ４５，０００円 ＋２，９００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 ６５０，０００円 現行どおり ― 

後
期
高
齢
者
支
援
金
分 

所 得 割 ２．２８％ ２．４２％ ＋０．１４ｐｔ 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

１３，２００円 １５，１００円 ＋１，９００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 ２００，０００円 ２２０，０００円 ＋２０，０００円 

介 

護 

納 

付 

金 

分 

所 得 割 ２．１４％ 現行どおり ― 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

１６，６００円 １６，２００円 ▲４００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 １７０，０００円 現行どおり ― 

 
 ⑵ 低所得者に係る軽減 

区 分 
現   行 改 正 案 

増 減 
判定所得基準 

被 保 険 者 １ 人 に つ き 
減 額 す る 額 判定所得基準 

被 保 険 者 １ 人 に つ き 

減 額 す る 額 

７

割

減

額

世

帯 

所得が４３万円

を超えない世帯 

（※） 

基礎 ２９，４７０円 

現行どおり 

基礎 ３１，５００円 ＋２，０３０円 

後期 ９，２４０円 後期 １０，５７０円 ＋１，３３０円 

介護 １１，６２０円 介護 １１，３４０円 ▲２８０円 

５

割

減

額

世

帯 

所得が４３万円

＋２８万５千円

×被保険者等の数

を超えない世帯 

（※） 

基礎 ２１，０５０円 所得が４３万円

＋２９万円

×被保険者等の数

を超えない世帯 

（※） 

基礎 ２２，５００円 ＋１，４５０円 

後期 ６，６００円 後期 ７，５５０円 ＋９５０円 

介護 ８，３００円 介護 ８，１００円 ▲２００円 

２

割

減

額

世

帯 

所得が４３万円

＋５２万円

×被保険者等の数

を超えない世帯 

（※） 

基礎 ８，４２０円 所得が４３万円

＋５３万５千円

×被保険者等の数

を超えない世帯 

（※） 

基礎 ９，０００円 ＋５８０円 

後期 ２，６４０円 後期 ３，０２０円  ＋３８０円 

介護 ３，３２０円 介護 ３，２４０円 ▲８０円 

 ※ 世帯に給与所得者等が２人以上いる場合は、各区分の基準額に１０万円×（給与所得者等の数－１）を加算する。 
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⑶ 未就学児に係る軽減 

区 分 
現   行 改 正 案 

増 減 被 保 険 者 １ 人 に つ き 

減 額 す る 額 

被 保 険 者 １ 人 に つ き 

減 額 す る 額 

７割減額 

世 帯 

基礎 ６，３１５円 基礎 ６，７５０円 ＋４３５円 

後期 １，９８０円 後期 ２，２６５円 ＋２８５円 

５割減額 

世 帯 

基礎 １０，５２５円 基礎 １１，２５０円 ＋７２５円 

後期 ３，３００円 後期 ３，７７５円 +４７５円 

２割減額 

世 帯 

基礎 １６，８４０円 基礎 １８，０００円 ＋１，１６０円 

後期 ５，２８０円 後期 ６，０４０円 ＋７６０円 

その他 

世 帯 

基礎 ２１，０５０円 基礎 ２２，５００円 ＋１，４５０円 

後期 ６，６００円 後期 ７，５５０円 ＋９５０円 

 

２ 出産育児一時金の引上げ（第１０条関係） 

健康保険法施行令等の一部改正により、令和５年４月１日から出産育児一時金の額が

８万円引き上げられることに伴い、国民健康保険で支給する出産育児一時金についても、

同様に４２万円から５０万円に引き上げる。 

 

３ その他所要の改正（第２４条の４関係） 

  雇用保険法施行規則が一部改正されたことを踏まえ、特例対象被保険者等（非自発的

失業者）であることの届出を行うに当たり、雇用保険受給資格者証に加え、雇用保険受

給資格通知を提示することも可能とする改正を行う。 

 

４ 施行期日 

  令和５年４月１日から施行する。 

なお、保険料率に関する規定は令和５年度以後の年度分について適用し、出産育児一

時金に関する規定は、令和５年４月１日以後の被保険者の出産について適用する。 

  

 


